
統
計
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

参
照
条
文

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

統
計
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
抄

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
抄

５
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○
統
計
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
（
抄
）

（
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
事
務
）

第
四
条

基
幹
統
計
調
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
基
幹
統
計
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に

掲
げ
る
当
該
事
務
の
区
分
に
応
じ
都
道
府
県
知
事
が
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
、
市
町
村
長
（
特
別
区
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
同

表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
し
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
幹
統
計
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
当
該
事
務
の
区
分
に
応
じ
都
道
府
県
知
事
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
し
、
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
基
幹
統
計
に
係
る

も
の
に
つ
い
て
は
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
当
該
事
務
の
区
分
に
応
じ
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
、
市
町
村
（

特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
教
育
委
員
会
が
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
し
、
別
表
第
四
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
基
幹
統
計

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
当
該
事
務
の
区
分
に
応
じ
都
道
府
県
知
事
が
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
、
都

道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
、
市
町
村
長
が
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
同
表
の

第
六
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
し
、
別
表
第
五
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
基
幹
統
計
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
当
該
事

務
の
区
分
に
応
じ
都
道
府
県
知
事
が
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
、
市
町
村

の
教
育
委
員
会
が
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
統
計
調
査
員
の
設
置
に
関
す
る
事
務
、
都
道
府
県
知
事
に
対
す

る
統
計
調
査
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
関
す
る
事
務
、
統
計
調
査
員
の
身
分
を
示
す
証
票
の
交
付
に
関
す
る
事
務
並
び
に
統
計
調
査
員
の
報
酬
及
び
費

用
の
交
付
に
関
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
附
帯
す
る
事
務
を
除
く
。
）
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
統
計
調
査
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
関
す
る

事
務
、
統
計
調
査
員
の
身
分
を
示
す
証
票
の
交
付
に
関
す
る
事
務
並
び
に
統
計
調
査
員
の
報
酬
及
び
費
用
の
交
付
に
関
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の

事
務
に
附
帯
す
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

基
幹
統
計

事
務
の
区
分

都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務

市
町
村
長
が
行
う
事
務

一

全
て
の

統
計
調
査
員
に
関
す
る
事

一

統
計
調
査
員
の
設
置
に
関
す
る
事
務

一

都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
統
計
調
査
員
の
候

産
業
分
野

務

補
者
の
推
薦
に
関
す
る
事
務

に
お
け
る

二

統
計
調
査
員
に
対
す
る
調
査
実
施
上
の
指
導

事
業
所
及

に
関
す
る
事
務
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び
企
業
の

三

統
計
調
査
員
の
身
分
を
示
す
証
票
の
交
付
に

活
動
か
ら

関
す
る
事
務

な
る
経
済

四

統
計
調
査
員
の
報
酬
及
び
費
用
の
交
付
に
関

の
構
造
を

す
る
事
務

全
国
的
及

び
地
域
別

報
告
義
務
者
（
基
幹
統
計

二

報
告
義
務
者
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
に
関

に
明
ら
か

調
査
の
報
告
を
す
る
義
務

す
る
事
務

に
す
る
こ

を
負
う
個
人
又
は
法
人
そ

と
を
目
的

の
他
の
団
体
を
い
う
。
以

と
す
る
基

下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事

幹
統
計

務調
査
区
（
統
計
調
査
員
が

五

調
査
区
の
設
定
及
び
修
正
に
関
す
る
事
務

調
査
を
担
当
す
べ
き
区
域

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
関
す
る
事
務

調
査
票
の
配
布
、
取
集
、

三

調
査
票
（
都
道
府
県
知
事
が
配
布
す
べ
き
も

六

調
査
票
（
市
町
村
長
が
配
布
す
べ
き
も
の
と

審
査
等
に
関
す
る
事
務

の
と
し
て
総
務
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の

る
も
の
に
限
る
。
）
の
配
布
に
関
す
る
事
務

配
布
に
関
す
る
事
務

四

調
査
票
（
都
道
府
県
知
事
が
取
集
す
べ
き
も

七

調
査
票
（
市
町
村
長
が
取
集
す
べ
き
も
の
と

の
と
し
て
総
務
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

し
て
総
務
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も

る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
集
に
関
す
る
事
務

の
に
限
る
。
）
の
取
集
に
関
す
る
事
務

五

報
告
を
求
め
る
事
項
を
事
業
所
の
名
称
及
び

八

前
号
及
び
こ
の
項
第
三
欄
第
六
号
に
規
定
す

所
在
地
並
び
に
当
該
事
業
所
に
お
い
て
事
業
が

る
調
査
票
の
審
査
に
関
す
る
事
務

営
ま
れ
て
い
る
か
否
か
の
別
に
限
定
し
た
調
査

九

前
号
に
規
定
す
る
調
査
票
へ
の
必
要
な
事
項

の
実
施
並
び
に
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
調

の
記
入
に
関
す
る
事
務

査
票
の
作
成
に
関
す
る
事
務

十

都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
第
八
号
に
規
定
す

六

市
町
村
長
に
対
す
る
前
二
号
に
規
定
す
る
調

る
調
査
票
の
送
付
に
関
す
る
事
務

査
票
（
市
町
村
長
が
審
査
す
べ
き
も
の
と
し
て
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総
務
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に

限
る
。
）
の
送
付
に
関
す
る
事
務

七

第
四
号
に
規
定
す
る
調
査
票
（
前
号
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
審
査
及
び
こ
の
項
第

四
欄
第
八
号
に
規
定
す
る
調
査
票
の
二
次
的
な

審
査
に
関
す
る
事
務

八

第
四
号
に
規
定
す
る
調
査
票
へ
の
必
要
な
事

項
の
記
入
に
関
す
る
事
務

そ
の
他
の
事
務

九

総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
、
他
の
都
道

十
一

都
道
府
県
知
事
及
び
他
の
市
町
村
長
と
の

府
県
知
事
並
び
に
市
町
村
長
と
の
連
絡
に
関
す

連
絡
に
関
す
る
事
務

る
事
務

十
二

統
計
調
査
員
に
対
す
る
調
査
票
の
用
紙
そ

十

市
町
村
長
に
対
す
る
調
査
票
の
用
紙
そ
の
他

の
他
調
査
の
た
め
に
必
要
な
物
品
の
送
付
に
関

調
査
の
た
め
に
必
要
な
物
品
の
送
付
に
関
す
る

す
る
事
務

事
務

十
三

市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
調
査
の
広
報
に

十
一

都
道
府
県
の
区
域
に
お
け
る
調
査
の
広
報

関
す
る
事
務

に
関
す
る
事
務

十
四

都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
調
査
に
関
す
る

十
二

市
町
村
長
の
行
う
調
査
に
関
す
る
事
務
の

事
務
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
の
報
告

実
施
状
況
の
把
握
に
関
す
る
事
務

に
関
す
る
事
務

十
三

総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
対
す
る

十
五

都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
関
係
書
類
の
送

調
査
に
関
す
る
事
務
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要

付
に
関
す
る
事
務

な
事
項
の
報
告
に
関
す
る
事
務

十
六

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
書
類
の

十
四

総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
対
す
る

作
成
及
び
保
管
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務

調
査
票
そ
の
他
関
係
書
類
の
提
出
に
関
す
る
事

に
附
帯
す
る
事
務

務
十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
書
類
の

作
成
及
び
保
管
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務

に
附
帯
す
る
事
務

二
～
十

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
略
）

備
考

一

一
の
項
第
一
欄
に
掲
げ
る
基
幹
統
計
に
係
る
基
幹
統
計
調
査
の
う
ち
報
告
を
求
め
る
事
項
を
事
業
所
及
び
企
業
の
名
称
、
所
在
地
、
事
業

の
内
容
、
従
業
者
数
そ
の
他
の
基
本
的
事
項
に
限
定
し
た
も
の
を
行
う
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
総
務

省
令
・
経
済
産
業
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
同
項
第
三
欄
第
九
号
中
「
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
、
他
の
都
道
府
県
知

事
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
大
臣
、
他
の
都
道
府
県
知
事
及
び
」
と
、
同
欄
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
中
「
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業

大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
大
臣
」
と
、
同
項
第
四
欄
第
九
号
中
「
前
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
号
」
と
す
る
。

二

一
の
項
第
一
欄
に
掲
げ
る
基
幹
統
計
に
係
る
基
幹
統
計
調
査
の
う
ち
報
告
を
求
め
る
事
項
を
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
、
工
業
出
荷
額
そ

の
他
の
工
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
事
項
に
限
定
し
た
も
の
を
行
う
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

長
は
、
同
項
第
四
欄
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

三

前
二
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
け
る
一
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
は
、
同
項
第
四
欄
第
五
号
及
び
第
六

号
に
掲
げ
る
事
務
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

四
～
九

（
略
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

基
幹
統
計

事
務
の
区
分

都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

国
民
の

統
計
調
査
員
に
関
す
る
事

一

統
計
調
査
員
（
都
道
府
県
知
事
が
事
業
所
及
び
世
帯
に
お
い
て
調
査
す
べ
き
商
品
又
は
サ
ー
ビ

消
費
生
活

務

ス
の
小
売
価
格
又
は
料
金
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
調
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の

に
必
要
な

設
置
に
関
す
る
事
務

商
品
の
小

売
価
格
及

報
告
義
務
者
に
関
す
る
事

二

報
告
義
務
者
（
都
道
府
県
知
事
が
調
査
す
べ
き
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
小
売
価
格
又
は
料
金
と

び
サ
ー
ビ

務

し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
調
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
選
定
に
関
す
る
事
務
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ス
の
料
金

調
査
区
に
関
す
る
事
務

三

調
査
区
の
設
定
及
び
修
正
に
関
す
る
事
務
（
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
商
品
又
は
サ
ー
ビ

に
つ
い
て

ス
の
小
売
価
格
又
は
料
金
の
調
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

そ
の
毎
月

の
動
向
及

調
査
票
の
配
布
、
取
集
、

四

第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
小
売
価
格
又
は
料
金
の
調
査
の
実
施
及

び
地
域
別

審
査
等
に
関
す
る
事
務

び
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
調
査
票
の
作
成
に
関
す
る
事
務

、
事
業
所

の
形
態
別

そ
の
他
の
事
務

五

総
務
大
臣
及
び
他
の
都
道
府
県
知
事
と
の
連
絡
に
関
す
る
事
務

等
の
物
価

六

調
査
の
広
報
に
関
す
る
事
務

を
明
ら
か

七

総
務
大
臣
に
対
す
る
調
査
に
関
す
る
事
務
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
の
報
告
に
関
す
る

に
す
る
こ

事
務

と
を
目
的

八

総
務
大
臣
に
対
す
る
第
四
号
に
規
定
す
る
調
査
票
そ
の
他
関
係
書
類
の
提
出
に
関
す
る
事
務

と
す
る
基

九

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
書
類
の
作
成
及
び
保
管
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
附

幹
統
計

帯
す
る
事
務

三
～
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

○
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
（
抄
）

（
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
事
務
）

第
十
六
条

基
幹
統
計
調
査
に
関
す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
教
育
委
員
会
が
行
う
こ
と
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。


